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第
二
条

委
員
会
は
、
石
川
県
教
育
委
員
会
（
以
下
「
教
育
委
員
会
」
と

第
二
条

委
員
会
は
、
石
川
県
教
育
委
員
会
（
以
下
「
教
育
委
員
会
」
と

い
う

）
の
要
請
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応
じ
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に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
調
査
審
議
、

い
う

）
の
要
請
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応
じ
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次
に
掲
げ
る
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項
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つ
い
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調
査
審
議
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助
言
等
を
行
う
。

助
言
等
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行
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一

障
害
の
あ
る
就
学
予
定
児
及
び
学
齢
児
童
生
徒
の
う
ち
、
市
町
教

一

障
害
の
あ
る
就
学
予
定
児
及
び
学
齢
児
童
生
徒
の
う
ち
、
市
町
村

育
委
員
会
で
就
学
す
べ
き
学
校
の
決
定
が
困
難
な
も
の
で
、
市
町
教

教
育
委
員
会
で
就
学
す
べ
き
学
校
の
決
定
が
困
難
な
も
の
で
、
市
町

育
委
員
会
か
ら
依
頼
の
あ
つ
た
も
の
の
就
学
に
関
す
る
こ
と
。

村
教
育
委
員
会
か
ら
依
頼
の
あ
つ
た
も
の
の
就
学
に
関
す
る
こ
と
。

二

県
立
特
別
支
援
学
校
在
籍
幼
児
児
童
生
徒
の
う
ち
、
就
学
す
べ
き

二

県
立
盲
・
ろ
う
・
養
護
学
校
在
籍
幼
児
児
童
生
徒
の
う
ち
、
就
学

学
校
の
決
定
が
困
難
な
も
の
で
、
学
校
長
か
ら
依
頼
の
あ
つ
た
も
の

す
べ
き
学
校
の
決
定
が
困
難
な
も
の
で
、
学
校
長
か
ら
依
頼
の
あ
つ

の
就
学
に
関
す
る
こ
と
。

た
も
の
の
就
学
に
関
す
る
こ
と
。
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